
ＪＲ・地下鉄丸の内線 御茶ノ水駅下車 徒歩 4 分

地下鉄千代田線 新御茶ノ水駅 B1
地下鉄半蔵門線・新宿線 神保町駅 A5

                

                 

                  

   
〒101-0062 千代田区神田駿河台 1-8-11

Tel／Fax：03-3293-1233(直通)  

開室日時：火･木･金曜日（祝日を除く）午後 1:30〜5:30    
http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/  

日本の家庭と交流しませんか

東京YWCA「留学生の母親」運動 は、1人の留学生と 1人の会員
かいいん

を組み合わせ、日本の

「お母さん」として、家族のような交流
こうりゅう

をしているボランティア団体
だんたい

です。

1961 年に始まり、今までに 80カ国、4,500 人以上の留学生が参加
さ ん か

しました。

日本の家庭
か て い

と交流
こうりゅう

したい留学生は、下の説明会
せつめいかい

に来てください。

この説明会に参加した留学生に申
もう

し込
こ

みの書類
しょるい

をわたします。

東京ＹＷＣＡ｢留学生の母親｣運動 説明会
せつめいかい

  日
にち

  時
じ

： ４月 23 日 （土） 午後 3時から約１時間

     （受付
うけつけ

は２時 30分から。かならず３時までに来てください）       

場
ば

  所
しょ

： 東京 YWCA会館
かいかん

カフマンホール

  参加
さ ん か

できる人： 日本の家庭
か て い

と長
なが

く交流
こうりゅう

できるひと

          在留資格
ざいりゅうしかく

「留学
りゅうがく

」の、大学生
だいがくせい

、大学
だいがく

院生
いんせい

、専門
せんもん

学校生
がっこうせい

          進学
しんがく

希望
き ぼ う

の日本語
に ほ ん ご

学校生
がっこうせい

★ 4月 23 日の説明会に出席できない人は、東京 YWCA「留学生の母親」運動事務局にメールで問い合

わせてください。 ryugakusei@tokyo.ywca.or.jp

    

東京 YWCA 留学生相談室

お 知 ら せ
２０１６年 4 月

みなさんが「困
こま

った！」「どうしたらいいの？」と思ったとき

    留学生
りゅうがくせい

相談室
そ う だ ん し つ

に来てみませんか

進学
し ん が く

や奨学
しょうがく

金
きん

、在留
ざいりゅう

、税金
ぜいきん

などの相談
そうだん

や、アルバイトやアパートでトラブルがおきたとき、

日本の家庭でホームステイやホームビジットをしたいときも留学生相談室に来てください。

一対一
いったいいち

でボランティアと日本語で会話の練習
れんしゅう

をする“火曜
か よ う

ルーム”もあります。

“火曜ルーム”に参加するには予約
よ や く

が必要
ひつよう

です。ホームページから予約ができます。



外国人が日本で会社をつくるには

会社設立・登記、在留資格変更（「管理･経営」）など、多くの手続きが必要に

なります。起業を考えている方は下記に相談することができます。

【 MIPRO 】 （対日貿易投資交流促進協会 ミプロ）

貿易・起業相談：Tel：３９８９－５１５１  http://www.mipro.or.jp/about/
相談受付時間：10:30〜12:00／13:00-〜16:30 （ 土・日・祝日・年末年始を除く）

会社設立・起業手続きの相談は予約制です。電話で希望の日時を予約してください。

相談担当：ミプロ対日投資アドバイザー（行政書士） 相談は無料です。

面談日時：毎月第 1・3 水曜日 13：00 ／ 14：00 ／ 15：00 ※相談時間は 45 分以内

★大学･大学院卒業後、引き続き起業準備の活動を希望する学生は、「特定活動」に在留資格変更申

請して、認められれば最長 180 日滞在できます。 ⇒ 検索 法務省・在留資格変更 特定活動 11

求人 留学生相談室に問い合わせてください

会社 場所 仕事内容 勤務時間・期間・条件

リサーチ会社 神田
か ん だ

翻訳

リサーチ

登録制  国際市場調査に興味がある大学生、大学生

十分な日本語能力、PC 必要

グループディスカッションあり

母語がブラジル、インド、中国、ロシア、インドネシア、

ベトナム、トルコ、タイ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フラン

ス、スペイン、イタリア、南アフリカ、ケニア他

中華レストラン 神田
か ん だ

ホールスタッフ 試用期間 2か月間時給 900 円、その後 950 円

働き次第で1000円  交通費あり 夕食付 時間相談

問い合わせ先 東京 YWCA 留学生相談室 03-3293-1233（直通）

開室日時 火・木・金（祭日は休み）13：30〜17：30

      質問・相談のある方は、ホームページの質問箱へ  ⇒

留学生情報紙『お知らせ』は「留学生の母親」運動ホームページでも見ることができます

奨学生募集   東京YWCA「留学生の母親」運動奨学金

応募資格：在留資格「留学」の私費留学生で、日本の大学(学部)・短期大学・専門学校の 1・2 年生

    ＊専門学校は、日本語教育課程に在籍する学生は除く

     面接および東京 YWCAでの年3 回の報告会に出席できること

     年間総額 36 万円を超える他の奨学金またはそれに類するものを受けていないこと

支給期間：1 年間 2016 年4月~2017年 3 月

支 給 額：月額3万円（給付）

応募期間：2016 年 5 月 5日（木）から 5 月 17 日（火）消印有効

応募用紙：ホームページからダウンロードできます。

問い合わせ：東京 YWCA「留学生の母親」運動事務局 奨学金小委員会 電話：03-3293-5424


